
              

令和７年１１月５日 
  

 山元町町制施行 70 周年記念「大條家茶室此
し

君亭
くんてい

やまもとふれあい茶

会」の開催について 
 

報道機関の皆様には、日頃より本町の話題を多数お取り上げいただき、感謝申し上

げます。 

さて、本町では、昨年 11 月に修復が完了し、一般公開を開始した山元町指定文化

財「大條家茶室 此君亭」において、下記のとおり、山元町町制施行 70 周年記念「大

條家茶室此君亭やまもとふれあい茶会」を開催します。 

ぜひ、報道機関の皆様に取材いただきますよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事業名 山元町町制施行70周年記念「大條家茶室此君亭やまもとふれあい茶会」 

 

２ 会 場 大條家茶室 此君亭（宮城県亘理郡山元町坂元字舘下１１９番地２） 

※駐車場：坂元小学校駐車場 

         （宮城県亘理郡山元町坂元字舘下１５９番地１） 

 

３ 期 日 令和７年１１月９日（日） 

 

４ 時 間 午前の部 茶室開き １０時３０分から１２時３０分まで 

      午後の部 一般茶会 １３時００分から１６時００分まで 

５ 内 容 

【午前の部：茶室開き】  

茶室が完成（修復）した際に必ず行う儀式である「茶室開き」を開催するもの。 

  ①場  所 茶室 １０畳間 

②時  間 １０時３０分～１２時３０分 

③対 象 者 町長・教育長及び来賓、関係者 

※茶室内における儀式開催のため、限られた来賓及び関係者を案内 

④内  容 献茶式及び茶道会における正式な茶会を実施 

      ※献茶式：神仏などの御前にて抹茶を点て、献上する儀式 
       

【午後の部：一般茶会】  

茶室において一般来場者を対象とした茶会を実施するもの。 

①場  所 茶室 １０畳間 

②時  間 １３時００分～１６時００分 



③対 象 者 一般来場者１０５名 

④内  容 一般茶会（１席定員３５名を対象とした茶会×３席） 

 １回目：１３時００分～１３時５０分 ３５名 

     ２回目：１４時００分～１４時５０分 ３５名 

     ３回目：１５：００分～１５時５０分 ３５名 

⑤参 加 料 １席５００円 

  ⑥受付方法 インターネット（グーグルフォーム）及び電話にて受付 

事前予約席：各回定員２０名（計６０名） 

当 日 席：各回定員１５名（計４５名） 

⑦そ の 他 定員に達したため参加できなかった方には、茶道教室受講者・坂元 

小茶道クラブ児童が簡易的に抹茶を提供（無料） 

 

 ⑷ 茶会運営  石州清水流道閑会（仙台市） 

※仙台藩主伊達家御家流の茶道団体。茶室開き、一般茶会の運営を 

担う。 

 

３ その他 

  取材を希望される際は、駐車場確保等の観点から、大変お手数ですが、１１月７

日（金）まで、担当あて電話・メール等にてご連絡をお願いします。 

 

 

【問い合わせ】 

山元町教育委員会生涯学習課生涯学習班 

担当：山田 

電話：０２２３－３６－８９４８ 

Mail：shougaku.s@town.miyagi-yamamoto.lg.jp 


